
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

新
旧
対
照
条
文
（
特
定
機
能
病
院
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
係
す
る
部
分
の
み
）

○

医
療
法
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）
【
公
布
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
・
公
布
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
四
条
の
二

病
院
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
は
、
厚

第
四
条
の
二

病
院
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
は
、
厚

生
労
働
大
臣
の
承
認
を
得
て
特
定
機
能
病
院
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

生
労
働
大
臣
の
承
認
を
得
て
特
定
機
能
病
院
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

医
療
の
高
度
の
安
全
を
確
保
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

五
～
九

（
略
）

四
～
八

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
十
条
の
二

特
定
機
能
病
院
の
開
設
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
管
理
さ
せ

（
新
設
）

る
場
合
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
十
六
条
の
三
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
実
施
そ
の
他
の
特
定
機
能
病
院
の
管
理
及
び
運

営
に
関
す
る
業
務
の
遂
行
に
関
し
必
要
な
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
を
管

理
者
と
し
て
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
の
選
任
は
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
機
能
病
院
の
開
設
者
と
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
特
別
の
関
係
が
あ
る
者
以
外
の
者
を
構
成
員
に
含
む
管
理
者
と
な

る
者
を
選
考
す
る
た
め
の
合
議
体
を
設
置
し
、
そ
の
審
査
の
結
果
を
踏
ま
え

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条

病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
管
理
者
の

第
十
五
条

病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
は
、
そ
の
病
院
又
は
診
療
所
に
勤
務

責
務
を
果
た
せ
る
よ
う
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
勤
務
す
る
医
師
、
歯
科

す
る
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
そ
の
他
の
従
業
者
を
監
督
し
、
そ
の
業
務

医
師
、
薬
剤
師
そ
の
他
の
従
業
者
を
監
督
し
、
そ
の
他
当
該
病
院
又
は
診
療

遂
行
に
欠
け
る
と
こ
ろ
の
な
い
よ
う
必
要
な
注
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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所
の
管
理
及
び
運
営
に
つ
き
、
必
要
な
注
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

２

助
産
所
の
管
理
者
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
管
理
者
の
責
務
を
果
た
せ
る

２

助
産
所
の
管
理
者
は
、
助
産
所
に
勤
務
す
る
助
産
師
そ
の
他
の
従
業
者
を

よ
う
、
当
該
助
産
所
に
勤
務
す
る
助
産
師
そ
の
他
の
従
業
者
を
監
督
し
、
そ

監
督
し
、
そ
の
業
務
遂
行
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
必
要
な
注
意
を
し
な
け
れ
ば

の
他
当
該
助
産
所
の
管
理
及
び
運
営
に
つ
き
、
必
要
な
注
意
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

第
十
六
条
の
三

特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る
と

第
十
六
条
の
三

特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

医
療
の
高
度
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

五
～
八

（
略
）

四
～
七

（
略
）

２

特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
特
定
機
能
病
院
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す

（
新
設
）

る
事
項
の
う
ち
重
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
行
う

場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
管
理
者
並
び

に
当
該
特
定
機
能
病
院
に
勤
務
す
る
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
及
び
看
護

師
そ
の
他
の
者
を
も
つ
て
構
成
す
る
合
議
体
の
決
議
に
基
づ
い
て
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

２

（
略
）

第
十
九
条
の
二

特
定
機
能
病
院
の
開
設
者
は
、
当
該
特
定
機
能
病
院
の
管
理

（
新
設
）

者
に
よ
る
当
該
特
定
機
能
病
院
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
業
務
が
適
切
に

遂
行
さ
れ
る
よ
う
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ

る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
特
定
機
能
病
院
の
管
理
及
び
運
営
に
つ
い
て
当
該
管
理
者
が
有
す

る
権
限
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

二

医
療
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
監
査
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
。

三

当
該
管
理
者
の
業
務
の
執
行
が
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た

め
の
体
制
、
当
該
開
設
者
に
よ
る
当
該
特
定
機
能
病
院
の
業
務
の
監
督
に
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係
る
体
制
そ
の
他
の
当
該
特
定
機
能
病
院
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た

め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
制
を
整
備
す
る
こ

と
。

四

そ
の
他
当
該
管
理
者
に
よ
る
当
該
特
定
機
能
病
院
の
管
理
及
び
運
営
に

関
す
る
業
務
の
適
切
な
遂
行
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
措
置

第
二
十
九
条

都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

第
二
十
九
条

都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
の
許
可
を
取
り
消

に
お
い
て
は
、
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
の
許
可
を
取
り
消

し
、
又
は
そ
の
開
設
者
に
対
し
、
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
閉
鎖
を
命
ず
る
こ

し
、
又
は
開
設
者
に
対
し
、
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
閉
鎖
を
命
ず
る
こ
と
が

と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

開
設
者
が
第
六
条
の
三
第
六
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条

三

開
設
者
が
第
六
条
の
三
第
六
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
前
条
の
規

の
二
第
二
項
又
は
前
条
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
又
は
処
分
に
違
反
し
た
と

定
に
基
づ
く
命
令
又
は
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

き
。

四

（
略
）

四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
特
定
機
能
病
院
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

は
、
特
定
機
能
病
院
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

特
定
機
能
病
院
の
開
設
者
が
第
十
条
の
二
、
第
十
二
条
の
三
第
一
項
又

二

特
定
機
能
病
院
の
開
設
者
が
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し

は
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

た
と
き
。

三

（
略
）

三

（
略
）

四

特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
が
第
十
六
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

四

特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
が
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し

定
に
違
反
し
た
と
き
。

た
と
き
。

五
～
七

（
略
）

五
～
七

（
略
）

５
～
７

（
略
）

５
～
７

（
略
）




